
令和２年３月１１日

保 護 者の皆様へ

北海道札幌聾学校長 須 見 千 慶

臨時休業中の留意事項及び学校の対応について

早春の候、保護者の皆様におかれましては益々御清祥のこととお喜び申し上げます。ま

た、本校の教育活動に対しまして御理解と御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

現在、本道においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が進み、既に 100人を超
える患者が発生するなど、終息に向けて予断を許さない状況が続いています。

臨時休業開始から 10 日余りが経過し、この間、幼児児童生徒、そして保護者の皆様に
は、大変な御苦労や御負担をおかけしておりますが、今は感染の拡大を防ぐ大変重要な時

期であり、また、進級や進学に向けた大切な時期でもあります。

保護者の皆様には、このたびの臨時休業の意味を御理解いただくとともに、次の点など

に御留意いただき、引き続き御協力いただきますようお願いいたします。

北海道教育委員会では、新型コロナウイルス感染症に伴う休業期間の長期化に伴い、お子

さんの心身のケアと新学期に向けた準備などのため、感染予防の徹底を図った上で、小・中

学校については、「分散登校」を実施することとしています。

一方、特別支援学校では、障がいの状態などに応じた対応が重要であることや、通学方

法や居住地なども様々であることから、「分散登校」に限らず、来校相談や家庭訪問など

の個別の対応により、保護者の皆様のニーズに応じたきめ細かな支援を行うこととしてお

ります。

来校相談や家庭訪問などの御希望は、電話などにより随時受け付けいたしますが、担任

等から電話等により、お子さんの様子などを確認させていただく際にお伝えいただいても

結構です。

なお、本校以外にも、お住まいの近くの特別支援学校で来校相談を行うこともできます

ので、別紙の学校一覧を御確認いただき、他校での相談を希望される場合は、本校に御連

絡ください。

（連絡先：北海道札幌聾学校 教頭 TEL０１１－７１６－２９７９）

１ お子さんとともに検温するなど、健康チェックに努め、のどの痛み、発熱等がある場合

は外出を控えてください。また、手洗いなどの消毒、咳エチケットに努めてください。

２ 換気が悪く、不特定多数の人が密集する空間（友人宅において、大人数で集まることも

含まれます）は感染リスクが高いことから、その規模に関わらず避けてください。

また、相手との一定程度の距離をとった会話や、混雑していない時間帯を選んでの外出

などに心掛けてください。なお、散歩やジョギング等は感染リスクが低いと言われていま

す。

３ 御家庭では、適度な運動を行うなどして、起床、就寝、食事等の生活リズムが整うよう

に心掛けてください。



札幌聾学校における対応

１ 今後の日程について

３月 11日(水)午前 緊急メールにより家庭連絡をお届けします。

３月 11 日(水)～ 各学級担任から各家庭に連絡し、幼児児童生徒の「健康状

態の把握をします。(チェックシートの確認)」「家庭学習の

状況を把握します。」「個別の対応（家庭訪問や来校相談）

の要望の把握をします。」

３月 16日(月)～ 個別の対応を開始します。

２ 分散登校について

分散登校は行いません。

（広域な校区をもつ本校にとって、健康観察等を主な目的とした短時間の分散登校は、

学校の実態に合わず、公共交通機関を利用して登校することになると、臨時休校の目

的にも反することから行いません。）

３ 「個別の対応」について

「個別の対応」を必要に応じて行います。

①概要と目的について

臨時休業中に、児童生徒や保護者が生活面や学習面などについて教員等に個別に相

談したい場合、来校相談や家庭訪問を実施します。その際は、幼児児童生徒の生活リ

ズムやストレスの有無等、健康状態の把握が主な目的になります。

※家庭訪問は必要性が高い場合、保護者や管理職と相談の上実施します。

②期間や時間帯について

令和２年３月１６日(月)～２４日(火)までの６日間の内、相談の上決められた時間帯

の３０分程度とします。

③場所について

北海道札幌聾学校多目的室へ個別に来校します。

④担当者について

学級担任又は教頭が対応します。

⑤その他について

・通学生の登下校にかかった交通費は、就学奨励費の対象になります。

・寄宿舎生は、就学奨励費の帰省費の対象となります。上限額以上の対応はできない

ため、上限額や残額等については個別に事務にお問い合わせください。

（出席扱いとはなりません。）




